
いつまでも元気に暮らすために･･･   

生活支援・介護予防 

住まい 

地域包括ケアシステムの姿 

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０分以内
に必要なサービスが提供される日常生活圏域
（具体的には中学校区）を単位として想定 

■在宅系サービス： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
・小規模多機能型居宅介護 
・短期入所生活介護 
・福祉用具 
・24時間対応の訪問サービス 
・複合型サービス 
   （小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等 

 ・自宅 
 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 

相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 

■施設・居住系サービス 
・介護老人福祉施設 
・介護老人保健施設 
・認知症共同生活介護 

・特定施設入所者生活介護 
                等 

 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医、有床診療所 
 ・地域の連携病院 
 ・歯科医療、薬局 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通院・入院 
通所・入所 

病院： 
 急性期、回復期、慢性期 

病気になったら･･･   

医 療 
 

介護が必要になったら･･･   

   介 護 

地域包括ケアシステムの構築について 

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分ら
しい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保さ
れる体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。 

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。 

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少す
る町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。 

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。 

1 
※厚生労働省資料を一部改変 

生活支援サービスの体制整備 

地域包括支援センターの運営 
地域ケア会議の充実 

認知症施策の推進 

在宅医療・介護連携の推進 



 
 

【財源構成】 
 

国 25% 
 

都道府県  
 12.5% 
 

市町村  
 12.5% 
 

1号保険料  
 22% 
 

2号保険料  
 28% 

 

 
 

【財源構成】 
 

国 39.0% 
 

都道府県  
 19.5% 
 

市町村   
 19.5% 
 

1号保険料    
 22% 

 

  予防給付 

 （要支援1～２） 

介護予防事業 
又は介護予防・日常生活支援総合事業 

○ 二次予防事業 
○ 一次予防事業 
介護予防・日常生活支援総合事業の場合 
は、上記の他、生活支援サービスを含む 
要支援者向け事業、介護予防支援事業。 

包括的支援事業 

○地域包括支援センターの運営 
  ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 

   業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

介護予防・日常生活支援総合事業 
（要支援１～２、それ以外の者） 

○ 介護予防・生活支援サービス事業 
  ・訪問型サービス 
  ・通所型サービス 
  ・生活支援サービス（配食等） 
  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○ 一般介護予防事業の推進 

包括的支援事業  

○ 地域包括支援センターの運営 
（左記に加え、地域ケア会議の充実） 

○ 在宅医療・介護連携の推進 

○ 認知症施策の推進 

 （認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等） 

○ 生活支援サービスの体制整備 
（コーディネーターの配置、協議体の設置等） 

予防給付（要支援1～２） 

充
実 

事業に移行 

訪問看護、福祉用具等 

訪問介護、通所介護 

多
様
化 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

地
域
支
援
事
業 

地
域
支
援
事
業 

  介護給付 （要介護1～５）  介護給付（要介護1～５） 

＜改正前＞ ＜改正後＞ 介護保険制度 

全市町村で
実施 

地域支援事業の全体像 

改正前と同様 

※厚生労働省資料を一部改変 
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生活支援体制整備事業の全区展開について 

○高齢化の進展に伴い、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦のみの世帯が増加する中で、医療や介護サービス以外にも、在宅生活を継続するため
の日常的な生活支援を必要とする方も増加しており、行政サービスのみならず、民間企業、ＮＰＯ、ボランティア、社会福祉法人、協同組合等の
多様な事業主体による重層的な支援体制を構築することが必要 

○このため、地域資源の把握・ネットワーク化や地域資源・サービスの開発等のコーディネート機能を担う「生活支援コーディネーター」を配置し、多
様な事業主体が参画する「協議体」を設置することにより、情報共有と連携強化を進めながら、生活支援・介護予防サービスの充実を進める 

○同時に、元気な高齢者が生活支援の担い手として活躍するような社会参加を進め、生きがいや介護予防につなげる取組みも必要 

平成27年度  ３区でモデル配置 
平成28年度  ５区を追加し、計８区で先行配置 

• 平成29年４月より、区社協と特名随意契約により、24区に第１層生活支
援コーディネーターを配置 

• 第２層生活支援コーディネーター（包括単位：66包括）の配置に向け、
効果的・効率的な実施方法を検討 

生活支援コーディネーターの配置 

② 地域資源・サービスの開発 
   ・地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成 など 

③ 活動の場の発掘・開発 
   ・ニーズに応じたサービス提供できる場の確保、元気な高齢者が担い手として活動する場の確保 など 

① ニーズと地域資源の把握・ネットワークの構築 
   ・高齢者のニーズや地域資源の把握、多様な事業主体による支援体制づくり など 

協議体の運営 

協議体の設置・運営 

連
携 

区役所 

協
力 

ＮＰＯ 社会福祉法人 

民間企業 

協同組合等 

地域包括支援
センター 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体 

④ サービス実施情報等の周知 
   ・サービス実施情報リストの作成、町会等のチラシへの掲載 など 

※多様な事業主体が参画 

平成27年度  ３区（港区・鶴見区・住之江区）でモデル実施 
平成28年度  ５区（此花区、東成区、生野区、東住吉区、平野区） 
          を追加し、計８区で先行実施 

平成29年10月より、全区で事業実施 
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民間 
企業 

ボランティア ＮＰＯ 

市町村を核とした支援体制の充実・強化（コーディネーターの配置、 
協議体の設置等を通じた住民ニーズとサービス資源のマッチング、情報集約等） 

 

事
業 

主
体 

 高齢者の在宅生活を支えるため、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、社会福祉法人、協同組合等 
 の多様な事業主体による重層的な生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築を支援 

民間とも協働して支援体制を構築 
                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

家事援助 
安否確認 

食材配達 

移動販売 

配食＋見守り 

自
治
会
単
位
の
圏
域 

小
学
校
区
単
位
の
圏
域 

市
町
村
単
位
の
圏
域 

交流サロン 

声かけ 

コミュニティ 
カフェ 

権利擁護 

外出支援 

協同 
組合 

社会福祉
法人 

介護者支援 

等 

多様な主体による生活支援・介護予防サービスの提供 
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